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本日の内容

• HIV及びエイズの発生動向

（全国）

• HIV及びエイズの発生動向

（中国四国ブロック）

• 中核拠点病院制度の創設



HIV及びエイズの発生動向
（全国）



日本における
ＨＩＶ感染者・AIDS患者報告数の年次推移

日本における
ＨＩＶ感染者・AIDS患者報告数の年次推移

２００６年エイズ動向委員会報告



ＨＩＶ感染者報告数の国籍別、性別年次推移

２００６年エイズ動向委員会報告



日本国籍男性ＨＩＶ感染者の感染経路別年次推移

２００６年エイズ動向委員会報告



ＨＩＶ感染者の感染経路別内訳

２００６年エイズ動向委員会報告



• 平成18年１年間の新規報告数は、ＨＩＶ感染者952件、
エイズ患者406件と、いずれも過去最高となった。
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HIV・エイズ発生動向（全国）まとめHIV・エイズ発生動向（全国）まとめ

• 感染経路については、異性間の性的接触が23.4%、
同性間の性的接触が64.4%で、性的接触によるもの
があわせて86.8%を占めた。

• 感染経路については、異性間の性的接触が23.4%、
同性間の性的接触が64.4%で、性的接触によるもの
があわせて86.8%を占めた。

• ＡＩＤＳ患者を年代別にみると、30-50代が85%を占めた。• ＡＩＤＳ患者を年代別にみると、30-50代が85%を占めた。

• したがって、20-40代、同性愛者等の個別施策層を中
心として、地域の実情に応じ、教育関係者、医療関係
者、企業、ＮＧＯ等との連携のもと積極的な予防施策
が必要。
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HIV及びエイズの発生動向
（中国四国ブロック）



ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数
（累計）［ブロック別］
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ＨＩＶ感染者・エイズ患者
人口１０万対報告数（平成１８年末現在）

［ブロック別］
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ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数
（累計）［中国四国ブロック］
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ＨＩＶ感染者・エイズ患者
人口１０万対報告数（平成１８年末現在）

［中国四国ブロック］
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中核拠点病院の創設



中核拠点病院制度の目的
～平成18年3月31日 厚生労働省 健康局長通知～

• エイズ治療の地方ブロック拠点病院に患者
等が集中しているとの指摘

• 都道府県内において良質かつ適切な医療
を受けることができるようにするため、中核
拠点病院制度を創設

• 原則、各都道府県内の拠点病院の中から
１箇所選定



中核拠点病院の機能
～平成18年3月31日 厚生労働省 健康局長通知～

• 高度なＨＩＶ診療の実施
（全科による診療体制の確保、入院医療の体制整備等）

• 必要な施設・設備の整備
（患者のプライバシーを守るための外来診療室の設置等）

• 拠点病院に対する研修事業及び医療情報の提供
（医療従事者に対する各種研修の実施等）

• 拠点病院等との連携の実施
（連絡協議会を設置し、必要な連携調整を図る）



新たなエイズ医療提供体制



～ありがとうございました～


